
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
要
綱

第
一

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

特
定
関
係
法
人
の
範
囲
に
係
る
規
定
の
整
備

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
と
し
て
、
販
売
業
者
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は

そ
の
使
用
人
が
他
の
法
人
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備

す
る
こ
と
。

（
第
三
条
の
四
、
第
十
条
の
二
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
四
関
係
）

二

報
告
徴
収
対
象
事
項
の
追
加

主
務
大
臣
が
販
売
業
者
及
び
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し
報
告
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
事
項
と
し
て
、
特
定
申
込
み
を
受
け
る
際
の
表
示
に
関
す
る
事
項
等
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
関
係
）

三

そ
の
他

消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律



に
よ
る
改
正
を
踏
ま
え
た
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

題
名
の
変
更

特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
題
名
を
「
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め

る
こ
と
。

二

施
設
の
利
用
に
関
す
る
権
利
の
追
加

施
設
の
利
用
に
関
す
る
権
利
と
し
て
、
人
の
皮
膚
を
清
潔
に
し
、
若
し
く
は
美
化
し
、
体
型
を
整
え
、
又
は
体
重
を
減

ず
る
た
め
の
施
術
（
医
学
的
処
置
、
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
施
設
を
利
用
す
る

権
利
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

三

適
用
除
外
の
対
象
と
な
る
者
の
追
加

預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
者
と
し
て
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

四

そ
の
他



不
実
告
知
等
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
事
項
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図

る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
を
踏
ま
え
た
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

う
こ
と
。

（
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）

第
三

関
係
政
令
の
一
部
改
正

消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
い
、
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
そ
の

他
の
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
本
則
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

第
四

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）


